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神奈川県行政書士試験手数料条例の一部を改正する条例

神奈川県行政書士試験手数料条例（平成12年神奈川県条例第 3号）の一部を次のように改正する。
第 2条中「7,000円」を「10,400円」に改める。
附 則

この条例は、令和 4年 4月 1日から施行する。

令和 4年 2月10日提出

神奈川県知事 黒 岩 祐 治

（提案理由）
地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部改正に伴い、行政書士試験手数料の額を改定する

ため、所要の改正をしたいので提案するものであります。

1

定県第192号議案

を改正する条例
神奈川県行政書士試験手数料条例の一部



収入証紙に関する条例の一部を改正する条例

収入証紙に関する条例（昭和39年神奈川県条例第76号）の一部を次のように改正する。
別表の 1 使用料の表を次のように改める。

別表の 2 手数料の表31の項中「チャレンジ講習手数料」及び「特定任意高齢者講習手数料」を削

り、「認知機能検査手数料」を
「認知機能検査手数料

に改める。
運転技能検査手数料」

附 則
この条例中別表の 1 使用料の表の改正規定は令和 5年 4月 1日から、別表の 2 手数料の表31の

項の改正規定は令和 4年 5月13日から施行する。

令和 4年 2月10日提出

神奈川県知事 黒 岩 祐 治

（提案理由）
神奈川県道路交通法関係手数料条例の一部改正等に伴い、所要の改正をしたいので提案するもので

あります。

2

定県第193号議案

条例
収入証紙に関する条例の一部を改正する

根 拠 規 定名 称

神奈川県立青少年センター条例（昭和39
年神奈川県条例第11号）第 4条第 1項

青少年センター施設使用料（駐車場使用料を除く。）
青少年センター設備使用料



神奈川県手数料条例の一部を改正する条例

神奈川県手数料条例（平成12年神奈川県条例第 2号）の一部を次のように改正する。
別表の 1 政策局関係の表 4の項中「、第38条の 5第 9項又は第39条の98第 9 項」を「又は第38条の
5第 9項」に改め、同表 5の項中「、第38条の 5第10項第 4号又は第39条の98第10項第 2号」を「又は
第38条の 5第10項第 4号」に改める。
別表の 2 くらし安全防災局関係の表 7の項中「2,100円」を「2,700円」に改める。
別表の 8 県土整備局関係の表10の項中「、第63条第 3項第 5号イ若しくは第68条の69第 3 項第 5

号イ」を「若しくは第63条第 3項第 5号イ」に改め、同表11の項中「、第63条第 3項第 6号若しくは第
68条の69第 3 項第 6号」を「若しくは第63条第 3項第 6号」に改める。
別表の10 公安委員会関係の表16の項中「1,800円」を「1,600円」に改める。
附 則

（施行期日）
1 この条例は、令和 4年 4月 1日から施行する。
（経過措置）
2 法人税法施行令等の一部を改正する政令（令和 2年政令第 207 号）附則第 2条第 2項の規定によ
りなおその効力を有することとされる同令第 3条の規定による改正前の租税特別措置法施行令（昭
和32年政令第43号）第39条の98第 9 項及び第10項第 2号の規定に基づく事務に係る手数料について
は、改正後の別表の 1 政策局関係の表 4の項及び 5の項の規定にかかわらず、なお従前の例によ
る。
3 所得税法等の一部を改正する法律（令和 2年法律第 8号）附則第14条第 2項の規定によりなおそ
の効力を有することとされる同法第16条の規定による改正前の租税特別措置法（昭和32年法律第26
号）第68条の69第 3 項第 5号イ及び第 6号の規定に基づく事務に係る手数料については、改正後の
別表の 8 県土整備局関係の表10の項及び11の項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 この条例の施行の際現に申請書の受理をしているものに係る手数料（改正後の別表の 2 くらし
安全防災局関係の表 7の項及び別表の10 公安委員会関係の表16の項に掲げるものに限る。）につ
いては、なお従前の例による。

令和 4年 2月10日提出

神奈川県知事 黒 岩 祐 治

（提案理由）
租税特別措置法の一部改正等に伴い、優良宅地等認定事務のうち連結納税制度に係る認定事務の規

定等を削除するとともに、地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部改正に伴い、銃砲等又は
刀剣類の所持許可証書換え手数料等の額を改定するため、所要の改正をしたいので提案するものであ
ります。

3

定県第59号議案定県第194号議案

神奈川県手数料条例の一部を改正する条例



過疎地域における県税の課税の特例に関する条例の一部を改正する
条例

過疎地域における県税の課税の特例に関する条例（平成30年神奈川県条例第 2号）の一部を次のよ
うに改正する。
第 1条中「過疎地域自立促進特別措置法（平成12年法律第15号）」を「過疎地域の持続的発展の支援

に関する特別措置法（令和 3年法律第19号）」に、「自立促進を図る」を「持続的発展を支援する」に改
める。
第 2条第 1項中「過疎地域自立促進特別措置法」を「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措

置法」に、「令和 3年 3月31日」を「令和 6年 3月31日」に、「法第 2条第 1項に規定する過疎地域（以
下「過疎地域」という。）のうち当該過疎地域に係る市町村の廃置分合又は境界変更に伴い法第33条第
1項の規定に基づいて新たに当該過疎地域に該当することとなった地区以外の区域内において過疎地
域自立促進特別措置法第三十一条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等
を定める省令（平成12年自治省令第20号。以下「省令」という。）第 1条第 1号イに規定する特別償却
設備（以下「特別償却設備」という。）を新設し、又は増設した」を「法第 8条第 1項に規定する市町
村計画に記載された同条第 4項第 1号に規定する産業振興促進区域（以下「産業振興促進区域」とい
う。）内において、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第二十四条の地方税の課税免除又
は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令（令和 3年総務省令第31号。以下「省令」
という。）第 1条第 1号イに規定する特別償却設備（以下「特別償却設備」という。）の取得等（同号イ
に規定する取得等をいう。）をした」に改め、同条第 2項中「過疎地域内」を「産業振興促進区域内」
に改める。

附 則
（施行期日等）
1 この条例は、公布の日から施行し、令和 3年 4月 1日から適用する。
（経過措置）
2 改正前の第 2条第 1項に規定する特別償却設備設置者に係る事業税、不動産取得税及び固定資産
税並びに同条第 2項に規定する過疎地域内において畜産業又は水産業を行う個人でその者又はその
同居の親族の労力によってこれらの事業を行った日数の合計がこれらの事業の当該年における延べ
労働日数の 3分の 1を超え、かつ、 2分の 1以下であるものに係る事業税の課税免除については、
なお従前の例による。

（課税免除の届出の期限の特例）
3 過疎地域における県税の課税の特例に関する条例第 5条の規定により定められた課税免除の届出
の期限が令和 4年 5月 1日以前である場合においては、当該届出の期限は、同条の規定にかかわら
ず、同月 2日とする。

令和 4年 2月10日提出

神奈川県知事 黒 岩 祐 治

4

定県第195号議案

関する条例の一部を改正する条例
過疎地域における県税の課税の特例に



過疎地域における県税の課税の特例に関する条例の一部を改正する
条例

（提案理由）
過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の施行に伴い、減収補塡される地方税の課税免除

の対象が拡充されたことを踏まえ、県内の過疎地域の持続的発展を支援するため、当該減収補塡措置
を活用した課税免除を行うことに関し、所要の改正をしたいので提案するものであります。

5



神奈川県高圧ガス保安法関係手数料条例の一部を改正する条例

神奈川県高圧ガス保安法関係手数料条例（平成12年神奈川県条例第 6号）の一部を次のように改正
する。
別表14の項⑴中「9,300円」を「 1 万1,600円」に、「8,800円」を「 1 万1,100円」に改め、同項⑵
中「8,700円」を「 1 万 300 円」に、「8,200円」を「9,800円」に改め、同項⑶及び⑷中「9,300円」
を「 1 万1,600円」に、「8,800円」を「 1 万1,100円」に改め、同項⑸中「8,700円」を「 1 万 300 円」
に、「8,200円」を「9,800円」に改め、同表15の項⑴中「7,900円」を「9,000円」に、「7,400円」を
「8,500円」に改め、同項⑵中「6,200円」を「7,200円」に、「5,700円」を「6,700円」に改める。

附 則
1 この条例は、令和 4年 4月 1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に受験願書を受理しているものに係る手数料については、なお従前の例に
よる。

令和 4年 2月10日提出

神奈川県知事 黒 岩 祐 治

（提案理由）
地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部改正に伴い、高圧ガス製造保安責任者試験手数料

等の額を改定するため、所要の改正をしたいので提案するものであります。

6

定県第196号議案

の一部を改正する条例
神奈川県高圧ガス保安法関係手数料条例



神奈川県液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律
関係手数料条例の一部を改正する条例

神奈川県液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律関係手数料条例（平成12年神奈
川県条例第 7号）の一部を次のように改正する。
別表 7の項⑶中「11万円」を「 9万8,000円」に改め、同表 9の項中「 1万7,000円」を「 1万5,000

円」に改め、同表20の項中「 2万1,400円」を「 2万3,200円」に、「 2万 900 円」を「 2万2,700円」に
改める。

附 則
1 この条例は、令和 4年 4月 1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に申請書又は受験願書を受理しているものに係る手数料については、なお
従前の例による。

令和 4年 2月10日提出

神奈川県知事 黒 岩 祐 治

（提案理由）
地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部改正に伴い、液化石油ガス設備士試験手数料等の

額を改定するため、所要の改正をしたいので提案するものであります。

7

定県第197号議案

手数料条例の一部を改正する条例
及び取引の適正化に関する法律関係
神奈川県液化石油ガスの保安の確保



宅地建物取引業法施行条例の一部を改正する条例

宅地建物取引業法施行条例（平成12年神奈川県条例第17号）の一部を次のように改正する。
別表 3の項中「 9の項」を「10の項」に改め、同表 4の項中「7,000円」を「8,200円」に改める。
附 則

この条例は、令和 4年 4月 1日から施行する。ただし、別表 3の項の改正規定は、公布の日から施
行する。

令和 4年 2月10日提出

神奈川県知事 黒 岩 祐 治

（提案理由）
地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部改正に伴い、宅地建物取引士資格試験手数料の額

を改定するなど、所要の改正をしたいので提案するものであります。

8

定県第198号議案

する条例
宅地建物取引業法施行条例の一部を改正



港湾の設置及び管理等に関する条例の一部を改正する条例

港湾の設置及び管理等に関する条例（昭和39年神奈川県条例第93号）の一部を次のように改正する。
別表第 1中 4 駐車場利用料の表を削り、 5 船舶給水料の表を 4 船舶給水料の表とし、 5の 2
船舶修理施設利用料の表を 5 船舶修理施設利用料の表とし、 6 クレーン利用料の表を削り、 6

の 2 港湾管理事務所利用料⑴ 会議室等利用料の表湘南港の項港湾管理事務所の項を次のように改
める。

9

定県第199号議案

一部を改正する条例
港湾の設置及び管理等に関する条例の

1 時間につき
2,170円

1 時間につき
1,980円

全室艇整備庫港湾管理事務所

1時間につき
400円

1 時間につき
360円

海面監視室Ａ

1時間につき
270円

1 時間につき
250円

海面監視室Ｂ

1時間につき
300円

1 時間につき
270円

海面監視室Ｃ

会議室Ａ

1時間につき
710円

1 時間につき
640円

会議室Ａ 1

1 時間につき
540円

1 時間につき
490円

会議室Ａ 2

1 時間につき
430円

1 時間につき
390円

会議室Ｂ

大会議室 1

1 時間につき
560円

1 時間につき
510円

大会議室 2

1 時間につき
320円

1 時間につき
290円

医務室

1時間につき
1,250円

1 時間につき
1,130円

全室

1時間につき
1,050円

艇整備庫 1

1 時間につき
1,020円

1 時間につき
930円

艇整備庫 2

1 時間につき
1,510円

1 時間につき
1,370円

全室大会議室

1時間につき
950円

1 時間につき
860円

1 時間につき
1,150円



港湾の設置及び管理等に関する条例の一部を改正する条例

別表第 1の 6の 2 港湾管理事務所利用料⑵ シャワー室利用料の表湘南港の項を削り、別表第 1
の 6の 2 港湾管理事務所利用料⑶ 船具ロッカー利用料の表を削り、別表第 1の 6の 2 港湾管理
事務所利用料の表を 6 港湾管理事務所利用料の表とする。
別表第 1の 7 専用利用料の表の⑴の表の備考 5中「利用面積、」を削り、「0.01平方メートル若し
くは0.01メートル」を「0.01メートル若しくは0.01平方メートル」に、「面積若しくは長さ」を「長さ
若しくは面積」に改める。
別表第 3の 1 駐車場利用料金の表葉山港の項の前に次のように加える。

別表第 3の 1 駐車場利用料金の表の備考 3中「第 4条第 1項第 2号」を「第 4条第 1項第 1号及
び第 2号」に改め、同表の備考 4中「道路運送車両法」の次に「（昭和26年法律第 185 号）」を加える。
別表第 3の 2 港湾管理事務所利用料金⑴ 会議室利用料金の表葉山港の項の前に次のように加え

る。

10

1 時間につき
310円

1 時間につき
280円

海面監視室Ｄ

1時間につき
1,280円

1 時間につき
1,160円

ミーティング
ルームＡ

港湾管理
事務所

湘南港

ミーティング
ルームＡ 2

ミーティング
ルームＡ 1

全室

ミーティングルームＣ

1時間につき
180円

1 時間につき
160円

ミーティングルームＤ

1時間につき
180円

1 時間につき
160円

ミーティングルームＥ

1時間につき
730円

1 時間につき
470円

1 時間につき
430円

1 時間につき
470円

1 時間につき
430円

ミーティングルームＢ

1時間につき
470円

1 時間につき
430円

1 時間につき
810円

（その他の者）
1時間につき 620 円。
ただし、1回の駐車時
間が 4時間を超える
ときは、 1回につき
3,100円とする。

（その他の者）
1時間につき 300 円。
ただし、1回の駐車時
間が 4時間を超える
ときは、 1回につき
1,500円とする。

（その他の者）
1時間につき 150 円。
ただし、1回の駐車時
間が 4時間を超える
ときは、 1回につき
750 円とする。

（港湾施設利用者）
1時間につき 620 円。
ただし、1回の駐車時
間が 2時間を超える
ときは、 1回につき
1,670円とする。

（港湾施設利用者）
1時間につき 300 円。
ただし、1回の駐車時
間が 2時間を超える
ときは、 1回につき
830 円とする。

（港湾施設利用者）
1時間につき 150 円。
ただし、1回の駐車時
間が 2時間を超える
ときは、 1回につき
410 円とする。

臨港道路附属
駐車場

湘南港



港湾の設置及び管理等に関する条例の一部を改正する条例

別表第 3の 2 港湾管理事務所利用料金⑵ 設備利用料金ア シャワー室利用料金の表葉山港の項
の前に次のように加える。

別表第 3の 2 港湾管理事務所利用料金⑶ 船具ロッカー利用料金の表葉山港の項中「 1箇年」を
｢ 1 年」に改め、同項の前に次のように加える。

別表第 3中 3 舟艇上下架装置利用料金の表を 4 舟艇上下架装置利用料金の表とし、 2 港湾管
理事務所利用料金の表を 3 港湾管理事務所利用料金の表とし、 1 駐車場利用料金の表の次に次の
1表を加える。
2 クレーン利用料金
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1 時間につき
930円

1 時間につき
840円

1 時間につき
340円

1 時間につき
310円

メモリアルルーム

1時間につき
1,850円

1 時間につき
1,680円

1 時間につき
1,230円

1 時間につき
1,120円

1 時間につき
180円

1 時間につき
160円

ミーティングルームＦ

1時間につき
3,690円

1 時間につき
3,350円

大会運営室

2分の 1を使
用する場合

全部を使用す
る場合

4分の 1を使
用する場合

3分の 1を使
用する場合

220円1 回シャワー設備港湾管理事務所湘南港

5,230円1 年につき小型

200円1 日につき

1年につき 15,600円大型港湾管理事務所湘南港

510円1 日につき

10,360円1 年につき中型

300円1 日につき

利用料金種別施設名港湾名

1回につき
2,830円

1 月未満の係留施設の利用の
承認を受けたもの

3トン

固定式荷役機械湘南港

1回につき
1,760円

1 月以上の係留施設の利用の
承認を受けたもの及び 1月未
満の船舶保管地の利用の承認
を受けたもの

1回につき
5,300円

1 月未満の係留施設の利用の
承認を受けたもの



港湾の設置及び管理等に関する条例の一部を改正する条例

備考 1月以上の船舶保管地の利用の承認を受けている者が、その承認に係る船舶のために利用する
場合は、クレーン利用料金は徴収しない。
附 則

1 この条例は、令和 5年 4月 1日から施行する。ただし、別表第 1の 7 専用利用料の表の(1)の表
の備考 5の改正規定及び次項の規定は、公布の日から施行する。
2 港湾の設置及び管理等に関する条例第20条の規定により指定管理者の指定を受けたものは、この
条例の施行の日前においても、同日以後の港湾の施設の利用に係る利用料金について、改正後の別
表第 3の規定の例により、港湾の設置及び管理等に関する条例第24条第 2項の規定による知事の承
認を得ることができる。

令和 4年 2月10日提出

神奈川県知事 黒 岩 祐 治

（提案理由）
湘南港の駐車場等の施設について利用料金制を導入するため、所要の改正をしたいので提案するも

のであります。
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20トン
1回につき
3,320円

1 月以上の係留施設の利用の
承認を受けたもの及び 1月未
満の船舶保管地の利用の承認
を受けたもの



神奈川県道路交通法関係手数料条例の一部を改正する条例

神奈川県道路交通法関係手数料条例（平成12年神奈川県条例第18号）の一部を次のように改正する。
第 3条第 1項中「又は第10号」を「、第10号又は第14号」に改める。
別表第 1の 6の項を次のように改める。

別表第 1の13の 2 の項中「 750 円」を「1,050円」に改め、同項の次に次のように加える。

別表第 1の14の項中「第91条」の次に「又は第91条の 2第 2項」を加え、同表20の項中

13

定県第200号議案

一部を改正する条例
神奈川県道路交通法関係手数料条例の

6 削除

3,550円運転技能検査手
数料

13の 3 法第97条の 2第 1
項第 3号イに規定する
運転技能検査を受けよ
うとする者

5,100円
（当該認知
機能検査の
結果が認知
症のおそれ
があること
その他の認
知機能が低
下している
おそれがあ
ることを示

小型特殊自動車
免許以外の第一
種運転免許又は
第二種運転免許
を受けている者
に対する講習（法
第97条の 2 第 1
項第 3号イ又は
第 101 条の 4 第
2項の規定によ
り認知機能検査

｢

5,100円小型特殊自動車
免許以外の第一
種運転免許又は
第二種運転免許
を受けている者
に対する講習（法
第97条の 2 第 1
項第 3号イ、第
101 条の 4 第 2
項又は第 101 条
の 7第 4項の規
定により認知機
能検査の結果に
基づいて行うも
のを除く。）



神奈川県道路交通法関係手数料条例の一部を改正する条例14

2,250円
（当該認知
機能検査の
結果が認知
症のおそれ
があること
その他の認
知機能が低
下している
おそれがあ
ることを示
すものとし

小型特殊自動車
免許のみを受け
ている者に対す
る講習（法第97
条の 2 第 1 項第
3号イ又は第101
条の 4 第 2項の
規定により認知
機能検査の結果
に基づいて行う
ものに限る。）

すものとし
て道路交通
法施行規則
第39条に定
める基準に
該当するも
のにあって
は、 7,950
円）

の結果に基づい
て行うものに限
る。）

2,250円小型特殊自動車
免許のみを受け
ている者に対す
る講習（法第97
条の 2 第 1 項第
3号イ、第101条
の4第2項又は第
101条の7第4項
の規定により認
知機能検査の結
果に基づいて行
うものを除く。）

を

5,800円小型特殊自動車
免許以外の第一
種運転免許又は
第二種運転免許
を受けている者
に対する講習（法
第 101 条の 7第
4項の規定によ
り認知機能検査
の結果に基づい
て行うものに限
る。）

2,900円普通自動車対応
免許を受けてい
る者（法第97条
の2第1項第3号
イ若しくはハに
掲げる者又は法
第101条の4第3
項の規定の適用
を受ける者に限
る。）又は第一種
運転免許若しく
は第二種運転免
許であって普通
自動車対応免許
以外のもののみ
を受けている者
に対する講習

｢

6,450円法第71条の 5第
3項に規定する
普通自動車対応
免許（以下「普
通自動車対応免
許」という。）を
受けている者（法
第97条の 2第 1
項第 3号イ及び
ハに掲げる者並
びに法第 101 条
の 4第 3項の規
定の適用を受け
る者を除く。）に
対する講習

に、

｣



神奈川県道路交通法関係手数料条例の一部を改正する条例

｢又は同項第13号」を「、第13号又は第14号」に改める。
附 則

1 この条例は、令和 4年 5月13日から施行する。
2 この条例の施行の際現に申請書を受理しているものに係る手数料については、なお従前の例によ
る。

令和 4年 2月10日提出

神奈川県知事 黒 岩 祐 治

（提案理由）
道路交通法の一部改正等に伴い、高齢運転者対策の充実・強化を図るため、運転技能検査手数料を

新設するなど、所要の改正をしたいので提案するものであります。
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て道路交通
法施行規則
第39条に定
める基準に
該当するも
のにあって
は、 4,450
円）

2,350円小型特殊自動車
免許のみを受け
ている者に対す
る講習(法第101
条の 7第 4項の
規定により認知
機能検査の結果
に基づいて行う
ものに限る。）

｣

｣

｢

講習 1時間に
つき2,000円 を

法第 108 条の 2
第 1項第14号に
掲げる講習 講習 1時間に

つき2,000円
法第 108 条の 2
第 1項第15号に
掲げる講習

｢

講習 1時間に
つき2,250円

法第 108 条の 2
第 1項第14号に
掲げる講習

に改め、同表21の項中

｣



工事請負契約の締結について

県営緑ケ丘団地公営住宅新築工事（ 5期－建築）請負契約を次により締結するものとする。
1 請負契約者名 株式会社エス・ケイ・ディ

代表取締役 長谷川 辰 巳
2 請負契約金額 6億5,564万9,060円

令和 4年 2月10日提出

神奈川県知事 黒 岩 祐 治

（提案理由）
県営緑ケ丘団地公営住宅新築工事（ 5期－建築）請負契約を締結したいので、議会の議決に付すべ

き事件等に関する条例第 2条の規定により提案するものであります。
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定県第59号議案定県第201号議案

工事請負契約の締結について



工事請負契約の締結について

県営伊勢原団地公営住宅新築工事（ 1期－建築）請負契約を次により締結するものとする。
1 請負契約者名 小島・関野特定建設工事共同企業体

代表者 株式会社小島組
代表取締役 小 島 正 也

2 請負契約金額 8億1,441万9,760円

令和 4年 2月10日提出

神奈川県知事 黒 岩 祐 治

（提案理由）
県営伊勢原団地公営住宅新築工事（ 1期－建築）請負契約を締結したいので、議会の議決に付すべ

き事件等に関する条例第 2条の規定により提案するものであります。
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定県第59号議案定県第202号議案

工事請負契約の締結について



工事請負契約の締結について

県営二宮団地公営住宅新築工事（ 1期－建築）請負契約を次により締結するものとする。
1 請負契約者名 山王建設・山王総合特定建設工事共同企業体

代表者 山王建設株式会社
代表取締役 髙 橋 学

2 請負契約金額 10億7,962万80円

令和 4年 2月10日提出

神奈川県知事 黒 岩 祐 治

（提案理由）
県営二宮団地公営住宅新築工事（ 1期－建築）請負契約を締結したいので、議会の議決に付すべき

事件等に関する条例第 2条の規定により提案するものであります。
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定県第59号議案定県第203号議案

工事請負契約の締結について



工事請負契約の締結について

津久井警察署新築工事（建築）請負契約を次により締結するものとする。
1 請負契約者名 日成工事・大場建設特定建設工事共同企業体

代表者 日成工事株式会社
代表取締役 小 林 雅 夫

2 請負契約金額 12億1,643万5,000円

令和 4年 2月10日提出

神奈川県知事 黒 岩 祐 治

（提案理由）
津久井警察署新築工事（建築）請負契約を締結したいので、議会の議決に付すべき事件等に関する

条例第 2条の規定により提案するものであります。
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定県第59号議案定県第204号議案

工事請負契約の締結について



建設事業等に対する市町負担金について

県で実施する建設事業等に要する経費の一部を、次の範囲内においてそれぞれ負担させるものとす
る。
既定の負担額を変更するもの

20

建設事業等に対する市町負担金について

定県第205号議案

26,657寒 川 町〃

69,06071,200小 田 原 市農 道 整 備 事 業

1,221,988厚 木 市〃

変 更 額既 定 額市 町 名事 業 名

9,54810,544

16,70026,750三 浦 市県 営 漁 港 整 備 事 業

大 磯 町〃

1,109,396

9,9307,500南 足 柄 市県 営 ほ 場 整 備 事 業

171,935172,118小 田 原 市酒 匂 川 流 域 下 水 道 事 業

20,369

2,918大 井 町〃

22,494愛 川 町〃

3,6913,695

211,955234,024相 模 原 市相 模 川 流 域 下 水 道 事 業

松 田 町〃

2,911

1,134,912茅 ケ 崎 市〃

104,158平 塚 市〃

850866開 成 町〃

1,3731,381山 北 町〃

15,807伊 勢 原 市〃

94,314104,138厚 木 市〃

72,55680,114茅 ケ 崎 市〃

6,4327,104藤 沢 市〃

94,333

千円

1,057,622

24,135

10,05011,098綾 瀬 市〃

36,73340,559座 間 市〃

50,74556,031海 老 名 市〃

14,315

181,301181,305箱 根 町

1,5831,585

〃

南 足 柄 市〃

1,263,634平 塚 市

千円

〃

2,828,6143,095,102相 模 原 市

藤 沢 市〃

相 模 川 流 域 下 水 道 管 理 事 業

1,144,147

49,67356,004



建設事業等に対する市町負担金について

令和 4年 2月10日提出

神奈川県知事 黒 岩 祐 治

（提案理由）
県の行う建設事業等で市町を利するものについて、その受益の限度においてそれぞれ経費の一部を

負担させるため、土地改良法第91条第 6項、地方財政法第27条第 2項及び下水道法第31条の 2第 2項
の規定により提案するものであります。
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55,404松 田 町〃

35119箱 根 町〃

108,607113,487開 成 町〃

77,63581,753山 北 町〃

53,352

168,662伊 勢 原 市〃

〃

440,316483,228座 間 市〃

641,079696,002海 老 名 市〃

155,490

79,20191,284大 磯 町〃

187,996206,814寒 川 町〃

102,782112,206綾 瀬 市

22,377秦 野 市〃

1,632,8121,654,947小 田 原 市酒 匂 川 流 域 下 水 道 管 理 事 業

149,816170,817愛 川 町〃

〃

100,139104,084二 宮 町〃

264,186275,177南 足 柄 市〃

21,437

66,61569,105中 井 町



訴訟の提起について

神奈川県は、次のとおり県営住宅の不適正居住者に対する建物明渡等請求の訴訟（上訴を含む。）を
なすものとする。
1 件 名 県営住宅の不適正居住者に対する建物明渡等請求事件
2 訴訟の相手方

3 請 求 内 容 県営住宅の明渡し及び損害金支払請求

令和 4年 2月10日提出

神奈川県知事 黒 岩 祐 治

（提案理由）
県営住宅の不適正居住者に対し、建物の明渡し及び損害金支払請求の訴訟を提起したいので提案す
るものであります。
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定県第59号議案定県第206号議案

訴訟の提起について

氏 名住 所建 物 明 渡 等 を 請
求 す る 県 営 住 宅



地方独立行政法人神奈川県立病院機構中期計画の変更の認可について

地方独立行政法人神奈川県立病院機構中期計画の変更について次により認可する。
第 2 県民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべ

き措置 1 質の高い医療の提供 ⑴足柄上病院のうち、「・ 県西地域の中核的な総合病院として、
引き続き救急医療を提供するほか、高齢化の著しい進展に対応し、県内の総合診療科の取組みをけん
引している強みを生かし、地域ニーズに沿った医療の提供を充実させる。」の次に「・ 感染症医療や
災害時医療、回復期医療、救急医療の充実強化を目的とした再整備に向け、老朽化が進む 2号館の建
替え等の調査・検討を進め、将来の医療需要を踏まえた医療提供体制の構築を目指す。」を加え、地方
独立行政法人法（平成15年法律第 118 号）第26条第 1項の規定による知事の認可の日から変更する。

令和 4年 2月10日提出

神奈川県知事 黒 岩 祐 治

（提案理由）
足柄上病院について、感染症医療や災害時医療、回復期医療、救急医療の充実強化を目的とした再

整備に向け、老朽化が進む 2号館の建替え等の調査・検討を進めることに関し、地方独立行政法人神
奈川県立病院機構中期計画の変更を認可したいので、地方独立行政法人法第83条第 3項の規定により
提案するものであります。
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定県第207号議案

中期計画の変更の認可について
地方独立行政法人神奈川県立病院機構
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